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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2025年９月期第１四半期 879 10.3 79 125.5 79 124.9 53 124.0

2024年９月期第１四半期 797 0.4 35 △53.1 35 △53.9 23 △54.8

（注）包括利益2025年９月期第１四半期 53百万円 （125.0％） 2024年９月期第１四半期 24百万円 （△54.5％）

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2025年９月期第１四半期 16.18 15.93

2024年９月期第１四半期 7.26 7.11

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2025年９月期第１四半期 2,312 1,662 70.4

2024年９月期 2,122 1,604 74.0

（参考）自己資本 2025年９月期第１四半期 1,626百万円 2024年９月期 1,571百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2024年９月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2025年９月期 －

2025年９月期（予想） 0.00 － 0.00 0.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,528 17.8 128 49.5 127 47.8 84 48.4 25.64

１．2025年９月期第１四半期の連結業績（2024年10月１日～2024年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2025年９月期の連結業績予想（2024年10月１日～2025年９月30日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

当社は年次での業務管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の連結業績予想の記載を省略しております。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2025年９月期１Ｑ 3,339,250株 2024年９月期 3,316,250株

②  期末自己株式数 2025年９月期１Ｑ 4,921株 2024年９月期 4,821株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2025年９月期１Ｑ 3,316,613株 2024年９月期１Ｑ 3,298,593株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

詳細は、添付資料Ｐ.７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無

③  会計上の見積りの変更                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（４）発行済株式数（普通株式）

※  添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社グループとして約束する趣旨のものではありません。ま

た、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご

利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予

想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(決算補足説明資料の入手方法）

　決算補足説明資料は、2025年２月14日（金）に当社ホームページに掲載いたします。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策の効果もあり、雇用や所得環境の改善やインバウン

ド需要の増加がみられ、緩やかに景気が回復する動きがみられました。一方で、ロシア・ウクライナ情勢や中東地

域をめぐる情勢の長期化、原材料・エネルギー価格の高騰、物価の上昇、世界的な金融資本市場の影響や中国経済

の懸念など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　当社の主力事業が属するインターネット広告市場におきましては、引き続き高い成長率を維持しております。

2024年７月にGoogleのwebブラウザ「Chrome」における3rd Party Cookieの廃止が取り止めとなったものの、その

他のブラウザでは既に3rd Party Cookieが利用できない状況に変わりはなく、Cookieを代替するサービスである

「ポストCookieソリューション」への需要は順調に伸長しております。

　ソリューション毎の経営環境につきましては、マーケティング支援においては、スポット需要を捉えて大口案件

を獲得したことで、案件単価が大きく増加しました。

　データマネジメント・データアナリティクスについては、「ポストCookieソリューション」の需要の高まりを受

けて、DSPやSSP各社で、弊社の「IM-UID」を利用した配信が増加したため、配信量に応じたインフラ利用料が増加

しました。その結果、単価も増加傾向となりました。

　成果報酬型ディスプレイ広告運用サービス「Performance DMP」については、生成AIを活用した業務の効率化に

より、受注可能なバリュエーションの幅が広がったことで、アカウント数の増加傾向が続いております。

　費用面においては、組織の見直しやスリム化により効率的な組織運営を行った結果、人件費が減少しました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高879,783千円（前年同期比10.3％増）、営業利益

79,973千円（同125.5％増）、経常利益79,767千円（同124.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益53,646千

円（同124.0％増）となりました。

　なお、当社グループは、DMP事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っており

ません。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は2,312,159千円となり、前連結会計年度末に比べ190,058千円増

加いたしました。

　流動資産は2,241,407千円となり、前連結会計年度末に比べ191,588千円増加いたしました。これは主に売掛金が

145,074千円増加したことによるものであります。固定資産は70,736千円となり、前連結会計年度末に比べ1,514千

円減少いたしました。これは主に投資その他の資産が1,028千円減少したことによるものであります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は649,844千円となり、前連結会計年度末に比べ132,046千円増加

いたしました。

　流動負債は542,103千円となり、前連結会計年度末に比べ130,605千円増加いたしました。これは主に買掛金が

97,659千円増加したことによるものであります。固定負債は107,741千円となり、前連結会計年度末に比べ1,441千

円増加いたしました。これは長期預り金が1,441千円増加したことによるものであります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は1,662,315千円となり、前連結会計年度末に比べ58,012千円

増加いたしました。これは主に資本金、資本剰余金がそれぞれ977千円増加したこと、また親会社株主に帰属する

四半期純利益53,646千円の計上による利益剰余金の増加によるものであります。

　この結果、自己資本比率は70.4％（前連結会計年度末は74.0％）となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第１四半期連結累計期間の業績は、概ね当社の予想範囲内にて推移しており、2025年９月期通期業績予想につ

きまして、変更はありません。

　なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって

予想数値と異なる場合があります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2024年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,622,116 1,671,288

売掛金 390,998 536,072

契約資産 9,187 5,756

貯蔵品 798 638

その他 26,719 27,651

流動資産合計 2,049,819 2,241,407

固定資産

有形固定資産 8,235 7,749

投資その他の資産 64,015 62,987

固定資産合計 72,251 70,736

繰延資産 29 14

資産合計 2,122,100 2,312,159

負債の部

流動負債

買掛金 302,779 400,439

未払法人税等 12,250 29,366

契約負債 2,409 4,850

賞与引当金 25,228 10,168

その他 68,829 97,278

流動負債合計 411,497 542,103

固定負債

長期借入金 100,000 100,000

資産除去債務 6,300 6,300

その他 － 1,441

固定負債合計 106,300 107,741

負債合計 517,797 649,844

純資産の部

株主資本

資本金 476,829 477,807

資本剰余金 456,829 457,807

利益剰余金 637,847 691,494

自己株式 △272 △272

株主資本合計 1,571,234 1,626,836

新株予約権 10,908 12,967

非支配株主持分 22,159 22,512

純資産合計 1,604,302 1,662,315

負債純資産合計 2,122,100 2,312,159

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2023年10月１日
　至　2023年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2024年10月１日
　至　2024年12月31日)

売上高 797,877 879,783

売上原価 596,742 638,141

売上総利益 201,135 241,642

販売費及び一般管理費 165,664 161,669

営業利益 35,470 79,973

営業外収益

消耗品売却収入 354 －

ポイント還元収入 29 263

その他 190 0

営業外収益合計 575 263

営業外費用

支払利息 283 286

為替差損 284 167

創立費償却 14 14

その他 0 0

営業外費用合計 583 469

経常利益 35,463 79,767

税金等調整前四半期純利益 35,463 79,767

法人税等 11,458 25,768

四半期純利益 24,004 53,999

非支配株主に帰属する四半期純利益 50 352

親会社株主に帰属する四半期純利益 23,953 53,646

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2023年10月１日
　至　2023年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2024年10月１日
　至　2024年12月31日)

四半期純利益 24,004 53,999

四半期包括利益 24,004 53,999

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 23,953 53,646

非支配株主に係る四半期包括利益 50 352

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。

前第１四半期連結累計期間
（自　2023年10月１日

至　2023年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2024年10月１日

至　2024年12月31日）

減価償却費 680千円 486千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　2023年10月１日　至　2023年12月31日)

　当社グループは、DMP事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　2024年10月１日　至　2024年12月31日)

　当社グループは、DMP事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割又は株式併合の比率

（重要な後発事象）

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行

　当社は、2025年１月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社

の取締役（社外取締役を除く）に対して、下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしました。

１．ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由

　取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一

層の価値共有を進めることを目的として、当社取締役（社外取締役を除く）に対して、ストック・オプションと

しての新株予約権を割り当てるものです。

２．新株予約権の発行要領

（１）本新株予約権の名称

第６回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）

（２）申込期間又は申込期日

2025年２月14日

（３）割当日

2025年２月17日

（４）募集の方法

第三者割当ての方法により本新株予約権を割り当てる。

（５）本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数

（以下「付与株式数」という。）は100株とする。但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式に

つき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式に

より付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行

うことができるものとする。

（６）本新株予約権の総数

100個

（７）各本新株予約権の払込金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。

（８）本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた

額とする。

②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」とい

う。）は、当初金636円とする。

（９）行使価額の調整

①当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。
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既発行

株式数
＋

新規発行・

処分株式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後

行使価格
＝

調整前

行使価格
× 時価

既発行

株式数
＋

新規発行・

処分株式数

②当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株

予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとす

る。

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式

数を控除した数とする。

③本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することが

できるものとする。

（10）本新株予約権を行使することができる期間

2027年２月15日から2035年１月17日まで（但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日ま

で）とする。

（11）その他の本新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員又

は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員又は

使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合

にはこの限りではない。

②本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができな

い。

③本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使すること

ができない。但し、以下のa、c、i号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことに

ついて賛成した場合にはこの限りではない。

a．禁錮刑以上の刑に処せられた場合

b．当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しく

は使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合（但し、当社の書面による事前の承認を得

た場合を除く。）

c．法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

d．差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

e．支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りにな

った場合

f．破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれ

を申し立てた場合

g．就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

h．役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

i．反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去５年以内にこれらに該当した疑い

のある場合

④本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間（１月１日から12月31日まで）の合計額

は、1,200万円を超えてはならない。

（12）本新株予約権の取得

①当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転

計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取

締役会が決議した場合）又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取

締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で

取得する。ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新

株予約権の全部を有償で取得することができる。
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②当社は、本新株予約権者が第11項に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は本新株予約権者が

本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予

約権を無償で取得することができる。

③当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権

の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議に

よりその取得する本新株予約権の一部を定める。

（13）本新株予約権の譲渡

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

（14）本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ

ろに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場

合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金

の額を減じた額とする。

（15）本新株予約権の行使請求の方法

①本新株予約権を行使する場合、第10項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に当社所定の行

使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。

②本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額の全額を現金にて当社所定の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

③本新株予約権の行使請求の効力は、当社所定の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の

通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に

入金された日に発生する。

（16）組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、株式交換又は株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存す

る本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に

応じて会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第５項に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた

数とする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第８項及び第９項に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた

額に、上記第③号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得ら

れる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

第10項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう

ち、いずれか遅い日から、第10項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす

る。

⑥新株予約権の行使の条件

第11項に準じて決定する。

⑦新株予約権の取得事由及び取得条件

第12項に準じて決定する。

⑧新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認（再編対象会社が取締役会設置

会社でない場合は株主総会）を要するものとする。

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

第14項に準じて決定する。
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⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

（17）新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。

（18）本新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを

切り捨てるものとする。

（19）その他

①本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨

に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるも

のとする。

②その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。

（20）本新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる本新株予約権の数

当社取締役１名に対し、100個
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